
 

保育サービスの提供体制について

国・地方公共団体・利用者 地方公共団体・利用者 利用者 企業・利用者

準認可保育所 ベビーホテルなど 事業所内託児施設

公
営 市町村

○施設数；12,426箇所（38.9％）
○入所児童数
　　　　；1,028,931人（45.6％）

社会
福祉
法人

○施設数；9,887箇所（30.9％）
○入所児童数
　　　　；1,004,969人（44.6％）

企業

　
　【参考】（Ｈ12.3～14.10）
　○社会福祉法人以外の施設数
　　；77箇所
　うち株式会社、有限会社；20箇所

○施設数；3,534箇所（11.1％）
○入所児童数
　　　　；51,904人（2.3％）

その他

資料；日本経団連国民生活本部にて作成
　注；１）図表中、認可保育所の施設数、入所児童数については、厚生労働省「福祉行政報告例（平成15年3月分概数）」（2003年6月18日）、認可外保育所の施設数、入所児童数については、厚生労働省「平成13年度
　　　　　認可外保育施設の状況について」
　　　２）図表中、【参考】部分につき、準認可保育所の施設数については、東京都、横浜市、仙台市の各ホームページ、認可保育所における社会福祉法人以外の施設数については、厚生労働省雇用均等・児童家庭局
　　　　　保育課「保育の動向について」（2003年3月31日、男女共同参画・子育て環境整備ワーキンググループ講演資料）
　　　３）認可保育所のデータは2003年3月1日現在、認可外保育所のデータは2002年3月31日現在。
　　　４）（　）内のパーセンテージは、注１の認可保育所、認可外保育所のデータを合算したものを総施設数、総入所児童数とし、それらに占める各施設数、入所児童数の割合。調査時期、出所が異なる点に注意

　【参考】
　○東京都認証保育所（Ｈ15.7.1）
　　施設数；164箇所

　○横浜保育室（Ｈ15.4.1）
　　施設数；136箇所

　○せんだい保育室（Ｈ15.6.1）
　　施設数；19箇所
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認可保育所
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認定を受けるには、
認可に準じた基準がある

このうち助成金を受けるには、
認可に準じた基準がある

○施設数；6,111箇所（19.1％）
○入所児童数
　　　　　　；169,118人（7.5％）


